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備　考

第

６

日

９

月

２０

日

(金)

諸

連

絡

第

８

日

１１

月

１５

日

(金)

諸

連

絡

教科別等研修（9：40～12：10）

《講義・演習・協議等》

　県教育庁教育振興部高校教育課、県体育研究所、

　県教育センター　指導主事

　※保健体育は県立スポーツ科学情報センターで実施

全体会（11:30～12:30）

《講義》

「人権教育を推進するに当たって

の基本的な考え方」

　県教育センター　指導主事

全体会（9：40～11：10）

《講義・演習》

「教職員のメンタルヘルス」

※県教育庁教育総務部教職員課が依頼

全体会（40分）

《講義・演習》

「情報活用能力の育成について」

　県教育センター　指導主事

部会別（60分）

《講義》

「道徳教育の在り方」

　県教育庁教育振興部高校教育課、

　特別支援教育課

　指導主事

全体会（12:40～14:40）

《協議》

「教師として求められる資質・能力」

　県教育センター　指導主事

全体会（15:00～16：00）

《講話》

「学校教育に求められること」

　県教育センター　主任指導主事

（総括）

第

９

日

１１

月

２２

日

(金)

諸

連

絡

全体会（9：40～10：40）

《講義・協議》

「いじめ・不登校に対する指導」

　県教育庁教育振興部高校教育課

  指導主事

教科別等研修（11：00～12：00）

《講義・演習・協議等》

　県教育庁教育振興部高校教育課、

　県体育研究所、県教育センター

　指導主事

教科別等研修（13：00～16：00）

《講義・演習・協議等》

　県教育庁教育振興部高校教育課、

　県体育研究所、県教育センター

　指導主事

全体会         【免】

（13：40～14：00）

《演習》

「ＩＣＴを活用した授

業改善」

　県教育センター

　指導主事

閉

会

行

事

諸

連

絡

オ

ン

デ

マ

ン

ド

視

聴

全体会

《授業研修②》

  県教育センター　指導主事

第

７

日

第

５

日

９

月

６

日

(金)

第

10

日

１２

月

１３

日

(金)

【免】：部分免除対象

全体会（9：40～11：40）

《講義》

「教育相談の理論と方法」

　福岡教育大学

　名誉教授　小泉　令三

諸

連

絡

〈
会

場

〉

県

立

学

校

等

全体会（13：30～16：00）   　　　　　　                 【免】

《実践発表》

「よりよい学級・ホームルーム経営のために」

　県立学校　教諭　他

全体会（50分）

《講義・演習》

「保護者等対応について」

　県教育庁教育振興部高校教育課

  指導主事

全体会（90分）　　　【免】

《講義・演習》

「安全管理と学校事故の対応」

　県教育庁教育振興部高校教育課

  指導主事

教科別等研修（13：10～16：00）

《講義・演習・協議等》

　県教育庁教育振興部高校教育課、県体育研究所、

　県教育センター　指導主事

　※保健体育は県立スポーツ科学情報センターで実施 諸

連

絡

部会別（60分）　　　　　【免】

《講義・演習》

「キャリア教育について」

　県教育センター　指導主事

部会別（60分）　　　　　　　　　【免】

《講義》

「学級・ホームルーム経営の基本」

　県教育センター　指導主事

オ

ン

デ

マ

ン

ド

視

聴

第

４

日

第

２

日

５

月

１７

日

(金)

セ

ン

タ
ー

事

業

紹

介

第

３

日

教科別等研修

《授業研修①》

  県教育庁教育振興部高校教育課、特別支援教育課、体育スポーツ健康課、県体育研究所、県教育センター　指導主事

　※５月２４日（金）～６月２１日（金）の期間中の１日に、各教科別等に学校等を会場として実施

全体会（60分）

《講義・演習》

「特別な教育的支援を要する児童生徒等の

理解と指導」

　県教育センター　指導主事

全体会（60分）　　【免】

《講義・演習》

「教員としての社会性」

　キャリア・サポート・オフィス一歩

　代表　財津　香壽子

部会別

（10：30～11：

00）

《講義・演習・協議》

「学習指導案の

作成」

　県教育センター

　指導主事

教科別等研修（11：20～12：40）

　《講義・演習・協議等》

　県教育庁教育振興部高校教育課

　県体育研究所、県教育センター

　指導主事

全体会（14：00～16：00）　　　　　　　　　　　　　　　　　　【免】

《講義・演習》

「ＩＣＴを活用した授業改善」

　熊本大学　特任教授　前田　康裕 諸

連

絡

（別表）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和６年度県立学校等若年教員研修会 １年目日程

9:40（受付は9:00～9:30）　　　　　　　　　　　　　　　　　　             　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     16：00

第

１

日

４

月

１９

日

(金)

開

会

行

事

全体会（10：00～10：45）

《講話》

「新任教師に期待する」

　県教育センター　部長

全体会（11：05～12：00）

《説明・講義》

「若年教員研修の概要・意義」

　県教育センター　指導主事

全体会（13：00～14：20）

《講義》

「教職員の倫理観

　　　　　　～不祥事防止について～」

　県教育庁教育総務部教職員課

教科別等研修（14：40～16：00）

《講義・演習・協議等》

　県教育庁教育振興部高校教育課

　県体育研究所、県教育センター

　指導主事

諸

連

絡

全体会

（9：50～10：20）

《講義》

「授業技術の基

礎・基本」

　県教育セン

ター指導主事

オンデマンド視聴期間：１０月２日（水）～１０月１８日（金） ※詳細は別途通知する。

オンデマンド視聴期間：６月２６日（水）～７月１２日（金） ※詳細は別途通知する。

３－３
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＜講話＞                                

□「新任教師に期待する」 

県教育センター教育指導部教科教育班主任指導主事（総括） 深堀 政一▯ 

◯ はじめに 

 

１ 教職員の役割 

質問１ 

 

質問２ 

 

質問３ 

 

２ 授業 

 

 

 

 

 

 

３ これからの教育 

(1) 個別最適な学び 

 

 

 

(2) 協働的な学び 

 

 

 

(3) 探究的な学び 

 

 

 

４ 自己研鑽 

 

 

 

 

◯ おわりに 
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＜説明・講義＞                                

□「若年教員研修の概要・意義」 

県教育センター教育指導部教科教育班□指導主事 加藤 薫▯ 

〇 はじめに 

 

 

１ 若年教員研修について 

(1) ねらい 

 

 

 

 

(2) 内容と日程 

 

 

 

 

(3) 受講上の留意点 

 

 

 

  

２ 課題の提出や連絡 

(1) 課題の提出 

 

 

 

 

(2) 欠席等の連絡 

 

 

 

 

 

３ 若年教員研修を有意義なものにするために 
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＜講義＞                                     

「教職員の倫理観～不祥事防止について～」 

      教育庁教育総務部教職員課 参事補佐 松本 邦明  

 

○ はじめに 

 

 

 

 

１ 公務員の服務規律について 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 教職員の倫理観について 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 不祥事の防止について 

 

 

 

 

 

 

 

○ おわりに 
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＜講義・演習・協議等＞                                

□「教科別等研修」（中・高等学校） 

教育庁教育振興部高校教育課 指導主事  

福岡県体育研究所 指導主事  

県教育センター 指導主事  

〇 教科別等研修のねらい 
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＜講義・演習・協議等＞                                

「教科別等研修」（特別支援学校） 

県教育センター教育指導部特別支援教育班 指導主事  

〇 教科別等研修のねらい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 特別支援教育の動向 
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基礎・向上

教諭

基礎・基本

教育公務員に求められる基礎的な能力
(法令遵守)

教育、学校及び教職の意義や社会的役割・服務に係る理解を深め、法令を遵守し、責任をもって自ら
の職責を果たすことができる。

教育公務員に求められる基礎的な能力
(事務処理)

学級事務の正確・丁寧な処理ができる。

危機管理
事故や災害等に普段から備え、安全に配慮した教室環境等の整備と、危機を察知した際の迅速な対応
ができる。

自他の人権を尊重する意識・意欲・態度
人権問題を自分自身の課題としてとらえ、人権や人権擁護に関する基本的な知識を学び、その内容と
意義についての理解と認識を深めるとともに、人権がもつ価値や重要性を共感的に受けとめるような
感性や感覚を身に付け、それに基づく教育活動を行うことができる。

授業構想 学習指導要領の理念と内容に基づき、教科書の内容に応じた指導計画を立案できる。

授業展開 各教科等の専門的知識と基礎的・基本的な指導技術を身に付けた授業展開ができる。

授業評価と改善 児童生徒一人一人の学習状況を把握し、適切な指導と評価ができる。

児童生徒理解
学級の児童生徒を取り巻く環境や発達の状況を理解し、児童生徒一人一人と信頼関係を構築しながら
支援することができる。

指導・支援
個々の悩みや思いを共感的に受け止めるとともに、保護者や校内組織と連携して、個に応じた指導や
集団指導ができる。

個別の指導計画等に基づき、児童生徒の特性や実情を踏まえた個に応じた学習上・生活上の指導及び
支援ができ る。

ICT活用や教育データ活用に関する基礎的・基本的な技術を身に付け、授業展開や校務に生かすとと
もに、児童生徒の情報活用能力を育成できる。

市町村（学校組合）立学校及び県立学校教員育成指標（改訂版）

特別な配慮や支援を
必要とする子供への対応

ICTや情報・
教育データの利活用

学
習
指
導

生
徒
指
導

保護者・地域との連携・協働 保護者や地域と積極的に関わり、連 携・協働を通じて課題解決に向けて対応することができる。

学校組織の理解と参画 学校の教育目標・重点目標、学級経営及び教科経営の方針を理解し、実践できる。

教
職
と
し
て
の
素
養

教育公務員の使命と責任
(使命感と熱意)

教育公務員としての自覚をもち、組織の一員として円滑なコミュニケーションを取りながら行動し、
良好な人間関係を構築できる。

自己啓発・人材育成
自己の役割を自覚し、教育活動に関わるとともに、研修等を通して教育に関する基礎・基本を身に付
けるために学び続けることができる。

                     　　　 ステージ
                      　　　      職
                      　　　キーワード

資質・能力
若年教員として、教育に関する基礎 的・基本的な資質・能力を形成する。
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基礎・向上

養護教諭

基礎・基本

若年養護教諭として、職務に関する基礎的・基本的な資質・能力を形成する。

教育公務員に求められる基礎的な能力
（法令遵守）

教育、学校及び教職の意義や社会的役割・服務に係る理解を深め、法令を遵守し、責任をもって自ら
の職責を果たすことができる。

教育公務員に求められる基礎的な能力
（事務処理）

学校事務の正確・丁寧な処理ができる。

教育公務員の使命と責任
（使命感と熱意）

教育公務員としての自覚をもち、組織の一員として円滑なコミュニケーションを取りながら行動し、
良好な人間関係を構築できる。

学校組織の理解と参画
学校の教育目標・重点目標を理解し、その具現化に向け、保健室経営計画を作成し、実践することが
できる。

自己啓発・人材育成
自己の役割を自覚し、教育活動に関わるとともに、研修等を通して保健管理・保健教育に関する基
礎・基本を身に付けるために学び続けることができる。

保護者・地域との連携・協働
保護者や地域と積極的に関わり、連携・協働を通じて児童生徒の健康課題等の解決に向けて対応する
ことができる。

危機管理
事故や災害等に普段から備え、安全に配慮した環境等の整備と、危機を察知した際の迅速な報告・連
絡・相談ができる。

自他の人権を尊重する意識・意欲・態度
人権問題を自分自身の課題としてとらえ、人権や人権擁護に関する基本的な知識を学び、その内容と
意義についての理解と認識を深めるとともに、人権がもつ価値や重要性を共感的に受けとめるような
感性や感覚を身に付け、それに基づく教育活動を行うことができる。

保健管理 健康観察、健康診断、救急処置及び疾病の予防・管理等を適切に実施できる。

保健教育
保健教育における養護教諭の役割を理解するとともに、各教科等の特性を踏まえ、個に応じた指導や
集団指導を実施することが
できる。

健康相談・保健指導
健康相談・保健指導の基本的プロセスを理解し、児童生徒の心身の健康課題や現代的な健康課題との
関連を踏まえた健康相談・保健指導及び必要な支援を実施することができる。

保健組織活動
保健組織活動の意義を理解し、関係者等と連携して、児童生徒の健康づくりに取り組むことができ
る。

生徒
指導 児童生徒理解指導・支援

児童生徒を取り巻く環境や発達の状況を理解し、個々の悩みや思いを共感的に受け止めながら、信頼
関係を構築し、児童生徒一人一人に向き合うことができる。

個別の指導計画等に基づき、児童生徒の特性や実情を踏まえた個に応じた学習上・生活上の指導及び
支援ができる。

ICT活用や健康情報データの活用に関する基礎的・基本的な技術を身に付け、保健管理や保健教育及
び校務に生かすとともに、児童生徒の情報活用能力を育成できる。

ICTや情報・
教育データの利活用

市町村（学校組合）立学校及び県立学校養護教諭育成指標（改訂版）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ステージ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　職
　　　　　　　　　　　　　　　　　　キーワード

資質・能力

教
職
と
し
て
の
素
養

学
校
保
健
の
推
進

特別な配慮や支援を
必要とする子供への対応
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受講会場 

受付の場所は設けていません。以下の受講会場を確認し、直接各会場にお入りください。 

座席表は各会場に掲示しています。 

 

全体会 

 人数 
受講者 

（学校番号） 
会場 

午前 

午後 

１８４名 

１～74 

特１～特21 

公10 

大講義室 

 ４５名 

75～94 

公１～公９ 

中１、中等１ 

第11研修室 

 

教科別等研修  

教 科 人 数 会 場 教 科 人 数 会 場 

国 語  １５名 第５研修室 家 庭 ５名 第２ﾊﾟｿｺﾝ実習室 

地歴・公民 １６名 第７研修室 情 報 ７名 第１ﾊﾟｿｺﾝ実習室 

数 学 ２１名 第６研修室 農 業 ３名 ＡＬルーム 

理 科 １６名 第８研修室 工 業 １１名 第18研修室 

保健体育 ２７名 第11研修室 商 業 ３名 第15研修室 

音 楽 １名 第16研修室 水 産 １名 ＡＬルーム 

書 道 ４名 第16研修室 養 護 ４名 第14研修室 

外国語 １８名 第１研修室 特別支援教育 ６５名 大講義室 
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令和６年度 県立学校等若年教員研修会１年目 第１日 全体会研修会場図 
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令和６年度 県立学校等若年教員研修会１年目 第１日 教科別等研修会場図 
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(第 6 研修室) 
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(第 5 研修室) 

地歴・公民 
(第 7 研修室) 

理科 
(第 8 研修室) 

保健体育 
(第 11 研修室) 

芸術 
(第 16 研修室) 

農業・水産 
(ＡＬルーム) 

工業 
(第 18 研修室) 

商業 
(第 15 研修室) 

外国語 
(第 1 研修室) 

家庭 
(第 2PC 実習室) 

特別支援 
(大講義室) 

情報 
(第 1PC 実習室) 

養護 
(第 14 研修室) 
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自家用車を御利用の方へ 

教育センターから金出交差点までの道路は近隣住民の方の生活道路であり、道幅が大変狭くな

っています。 

また、付近の道路は、小中学生の通学路であるとともに保育園の送迎に使われる道路でもあり

ます。帰りの時間帯は、子どもたちの下校と保育園の送迎が重なるため、細心の注意が必要で

す。 

 

教育公務員としての自覚を持ち、次の７点を心掛けてください。 

① センター正門の信号を守ってください。 

※ただし、センター職員が立って誘導している場合は、その指示に従ってください。 

② 坂道は必ず徐行してください。特に、段差舗装している減速帯の所は、時速１０キロ以下

の最徐行で通行してください。 

③ 地域住民の車の出し入れを妨げないように、十分注意してください。 

④ 坂道を通行する際には幼児の飛び出しに注意し、下りた所では、必ず一旦停止してから左

折してください。 

⑤ 県道との『丁字路』でも、安全確保のため、必ず一旦停止をしてください。 

⑥ 金出交差点で信号停車する際には、近隣住民の通行の妨げにならないように、脇道に入る

車、脇道から出る車を優先させてください。 

⑦ 運転中の携帯電話の使用は道路交通法により禁止されています。運転中は、携帯電話を使

用しないようにしてください。 

 


